
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

〇

〇省

令

編 集・印 刷
独立行政法人国立印刷局

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
提
出
書
類
の
特
例
）

第
二
十
一
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二

以
上
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
提
出
す
る
場
合

に
お
い
て
、
各
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
す

べ
き
書
類
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
一
の

申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
こ
れ
を
添
付
し
、
他
の

申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
は
そ
の
旨
を
記
載
し

て
、
一
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
し
た
書

類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
規
）

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
環
境
大
臣
又

は
都
道
府
県
知
事
は
、
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基

本
台
帳
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本

人
確
認
情
報
を
い
う
。）を
利
用
し
、
又
は
当
該
情

報
の
提
供
を
受
け
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
つ
て
添
付
す
べ
き
書
類
の

内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
そ
の
添
付

の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が

な
い
と
認
め
る
書
類
の
添
付
を
省
略
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
九
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

目

次

令和年月日 木曜日 第号官 報


〇
環
境
省
令
第
十
二
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
百
三
十
七
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省

令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

環
境
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

加
藤

勝
信

〔
省

令
〕

〇
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
環
境
一
二
）

〔
告

示
〕

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
一
九
九
）

〇
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
ネ
ク
タ
リ
ン
の
生
果

実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準

を
定
め
る
件
の
全
部
を
改
正
す
る
件

（
農
林
水
産
八
八
三
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
同
八
八
四
〜
八
九
五
）

〇
駐
車
場
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
登
録

認
証
機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件
（
国
土
交
通
八
四
〇
）

〇
航
路
標
識
に
関
す
る
件

（
海
上
保
安
庁
三
〇
、
三
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
一
一
三
、
一
一
四
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

法
務
省

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

法

務

公
証
人
任
免
（
法
務
省
）

労

働

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
関
係
事
業
主
を
代

表
す
る
者
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

（
厚
生
労
働
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁金

融
商
品
取
引
業
者
営
業
保
証
金
取
戻

し
、
建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
関
係

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、免
責
、

再
生
関
係

会
社
そ
の
他




